
こどもみらい住宅支援事業事務局

【補助事業ポータルの推奨環境について】

ＯＳ ： Windows 10 / macOS 11
ブラウザ ： Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari

（いずれも最新版）

推奨環境であっても端末の設定によっては、
ご利用できない場合や正しく表示・出力されない場合があります。

こどもみらい住宅支援事業

補助事業ポータル操作説明書
（統括アカウント編）

2022年9月15日版
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アカウントの連携

各アカウントの機能

本事業の交付申請等の全ての手続きは、新築住宅の建築事業者または販売事業者、リフォーム工事の
工事施工者（以下、「事業者」）が、事務局が提供するWEBシステム『補助事業ポータル』上で行います。
（一般消費者の方が、自身で申請手続きを行うことはできません。）

ポータルの利用にあたっては、本事業のホームページからアカウントの発行を受ける必要があります。

統括アカウント・取得時

補助事業ポータルには、異なる機能を有する「統括アカウント」と「担当者アカウント」の２種類の
アカウントがあり、それぞれの目的と利用者のイメージは以下の通りです。
なお、統括アカウントは、事業者ごとに１アカウントのみ取得、利用してください。

（事業者登録の登録申請後、他のアカウントから当該事業者の事業者登録はできなくなります。）

それぞれのアカウントが有する機能のイメージは以下の通りです。
（開発中のため、今後変更があることがあります。予めご了承ください。）

担当者アカウントから交付申請の登録を行うためには、
事業者登録が完了した統括アカウントと結びつける
「アカウント連携」が必要になります。

アカウント連携は、統括アカウントに発行される
『登録事業者番号』と『連携用パスコード』を

担当者アカウントがポータル上で入力することで完了
します。（パスコードは外部に漏れないよう管理を
行ってください。）

各担当者アカウント・交付申請時

登録事業者番号
連携用パスコードを取得

ポータル外
で伝達

登録事業者番号
連携用パスコードを入力

補助事業ポータルとは

アカウントの種類

アカウントの種類 目的と利用者のイメージ 発行開始時期

統括アカウント 本事業の参加登録（事業者登録）を行い、各営業担当者が行う
交付申請や補助金の受領を管理するためのアカウント。

本社の管理部門等の担当者が取得、利用してください。
（１事業者１アカウントのみ）

2022年1月11日

担当者アカウント 消費者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。

消費者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、
利用してください。（アカウント数に制限はありません）

2022年3月28日

機能 統括アカウント 担当者アカウント

事業者登録
登録可

（登録申請書（押印）、印鑑証明等が必要）
✕

公表情報
登録可

（公表を希望する場合）
✕

予約申請等

✕
（各担当者アカウントの進捗は管理可）

登録可
（複数登録可）

交付申請等

完了報告

補助金振込口座
登録可

（支店単位等 複数登録可）

✕
（統括アカウントが登録した口座を選択可）

入金管理
全ての交付申請

（口座毎に経理担当者を設定可。
設定した場合、毎月振込通知を送付）

自身の交付申請のみ

アカウントの連携が必要

◆補助事業ポータルとアカウント
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② 本アカウントの利用者情報 P11

③ 公表情報の登録 P13

④ 口座の登録 P15
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⓪ ＴＯＰ画面の構成
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■ＴＯＰ画面：ログイン画面からログイン後はＴＯＰ画面に遷移します。
（初回ログイン時は、パスワードの変更が必要になります。）

※実際の画面と異なる場合があります。

補助事業ポータルがリリースされました。2022.01.11 13：00
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本ポータルでは、ブラウザの「戻る」ボタンを使用した場合、正しく処理が行われないことがあります。
必ず、画面内に配置された「○○へ戻る」等のボタンを使用して画面遷移を行ってください。

本ポータルの全ての画面で、ブラウザの「戻る」ボタンは使用できません1

【ログアウト】または『パスワード変更画面』に遷移することができます。

▼『パスワード変更』では、パスワード変更とアカウントの削除を行うことができます。

利用者ボタン2

本ポータルのいずれの画面でも上部に設置されています。
表示されている機能に、どの画面からに遷移することができます。

▼現在は「TOPに戻る」のみですが、今後さまざまな機能が追加されます。

メニューバー3

本事業における事務局からのお知らせ情報が表示されます。

お知らせ情報4

事務局から付与される本事業における「登録事業者番号」と「連携用パスコード」が
表示されます。これらの情報は、交付申請を行う担当者アカウントとの連携に必要です。

※ アカウント連携は、担当者アカウント（2022年3月28日開始）から行います。
手順については別途解説を行います。

こどもみらい住宅事業者情報5

こどもみらい住宅事業者の登録状況を確認できます。
【事業者情報の登録・更新】ボタンから、詳細の確認、登録手続きを行うことができます。

事業者登録の情報6 詳しくはP5～10

統括アカウント利用者の登録情報を確認できます。
【利用者情報の登録・更新】ボタンから、詳細の確認等を行うことができます。

※ 異動や退職等により利用者が変更になった場合、速やかに更新を行ってください。

本アカウント利用者の情報7 詳しくはP11～12

登録完了した「こどもみらい住宅事業者」は、事務局ホームページで公表を行います。
公表は任意で、希望する場合のみ【公表情報の登録・更新】ボタンから、
公表情報を登録してください。

※ 公表にあたっては、消費者からの問い合わせ対応が必須です。
※ の登録完了（事務局の審査）前は、公表の対象になりません。（仮保存までは可）

公表情報8 詳しくは13～14

5

本事業の補助金の振込先口座の登録状況を確認できます。
【口座の新規作成】ボタンから、新しい口座登録を行うことができます。
【検索画面を表示する】ボタンから、過去に登録（仮保存を含む）した口座を確認、再編集できます。

※ 口座は統括アカウントのみが登録することができます。
（担当者アカウントは、統括アカウントが登録した口座を指定することができます。）

※ の登録完了（事務局の審査）前は、登録口座の提出（審査依頼）はできません。
（登録完了までは可）

口座登録9 詳しくはP15～19

5



5① こどもみらい住宅事業者の事業者登録
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■①事業者登録の情報｜詳細画面
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＊以下省略

※実際の画面と異なる場合があります。
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事業者情報は、以下の手順ボタンを順番に進めることで登録を完了することができます。
なお、手順ボタンがグレーの場合、一つ前の手順を完了してください。

登録手順ボタン1

手順（ボタン） 手順の詳細

事業者情報の登録前に、本アカウントの利用者の情報を登録します。

事業者情報の『編集画面』に遷移します。

事業者登録の『編集画面』で「保存」した情報で間違いないことを確認し、編集を完了します。

編集を完了した事業者情報を基に「事業者登録申請書」を作成します。
作成された申請書は本ボタンからPDFファイルでダウンロードができます。
出力し、内容を確認の上、押印（添付する印鑑証明書の登録印）してください。

押印した登録申請書、印鑑証明書、（法人のみ）法人登記を添付します。

登録申請書を提出し、事務局に審査依頼を行います。（以降の着工が本事業の補助対象です）

ＴＯＰに戻る 『ＴＯＰ画面』に戻ります。

【0】利用者登録

【1】編 集

【2】編 集 完 了

【3】申請書出力

【4】書 類 添 付

【5】登 録 申 請

【1】再編集※【2】から【5】の過程で登録情報の誤りがあった場合、 から全ての手順をやり直してください。
※ 本事業の補助金の交付を受けた場合、添付した登録申請書は5年間の保管が必要です。

詳しくはP7～8

詳しくはP9～10

登録状況に応じて、以下が表示されます。

事業者登録ステータス2

ステータス 状態

作成中 事業者が編集中で、手順が の【0】から【2】いずれか

編集完了 事業者が編集中で、手順が の【3】または【4】

審査中 事業者の編集・提出が完了し、事務局が審査を行っている

修正依頼
事務局が審査の過程で修正が必要と判断し、
事業者に確認・修正し、 を求めている

承認済（登録完了） 事務局の審査が完了し、事業者登録が完了した状態

登録却下
不適切な登録申請と判断され、事務局が登録を却下している
（添付した書類が正しくないなど）

1

1

再提出

※ 不適切な登録申請については、事業者に事前の連絡なく登録を却下することがあります。
登録却下された場合、当該アカウントからは一切の編集ができません。
改めて登録を希望する場合、別途アカウントの取り直しから始める必要があります。

『編集画面』で入力・登録した情報を確認できます。

編集状況3

『添付書類登録』で登録済みの添付書類を確認できます。

添付状況4

事務局が行う主な審査項目を表示しています。
登録にあたり、間違いがないことを確認してください。

チェック項目5



7① こどもみらい住宅事業者の事業者登録

1

■①事業者登録の情報｜編集画面

2

4

5

3

＊以下省略

※実際の画面と異なる場合があります。
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表示されたボタンを押すと、それぞれ以下の動作を行います。

ボタン1

ボタン 動作

入力した編集情報を仮保存し、『詳細画面』に戻ります。（エラーチェックは行いません）

入力した編集情報を保存し、『詳細画面』に戻ります。（入力エラーがあると保存できません）

保存後、『詳細画面』で が可能になります。

詳細に戻る 何も保存しない状態で『詳細画面』に戻ります。（エラーチェックは行いません）

仮 保 存

保 存

法人とは、商業登記を行っている団体や企業を言います。
事業者が法人の場合、国税庁が公表している法人情報を活用して以下の項目の登録を進めます。

法人の情報2

【2】編集完了

項目＊必須 内容

法人番号＊
自社等の法人番号を入力します。
法人番号は国税庁のホームページから検索できます。

法人名
（商号または名称）

法人番号から法人登記に登記されている情報を参照します。
入力は不要です。

所在地
（本店または主たる事業所）

代表者肩書＊
添付する法人登記に記載されている情報をそのまま入力します。
（法人の代表者以外で登録を完了することはできません）

代表者氏名＊

個人事業主とは、法人格を有さない事業者を言います。

個人事業主の情報3

項目＊必須 内容

氏名＊ 個人事業主本人の氏名を入力します。

屋号 屋号がある場合のみ入力します。

住所＊
個人事業主の住所を入力します。
（事業所が別にある場合も、添付する印鑑証明書に記載された住所）

参加する補助事業4

本事業の補助金を活用する可能性がある補助事業をすべてチェックしてください。
ただし、「新築分譲住宅の販売」については、宅地建物取引業者のみ対象となります。
宅地建物取引業許可番号を入力してください。

※「新築分譲住宅の購入」については、事業者登録後に追加・削除することができません
のでご注意ください。

宣誓5

いずれにも該当しない場合、チェックしてください。



9① こどもみらい住宅事業者の事業者登録

1

■①事業者登録の情報｜添付書類登録画面

3

※実際の画面と異なる場合があります。

2

4
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表示されたボタンを押すと、それぞれ以下の動作を行います。

ボタン1

ボタン 動作

で指定したファイルをアップロードし、『詳細画面』に戻ります。

で指定したファイルをアップロードし、本画面に留まります。

詳細へ戻る 新規のファイルをアップロードせず、『詳細画面』に戻ります。

アップロード（詳細に戻る）

✓ 1ファイルあたり5MB以下です。(必要に応じて分割してください。)
✓ ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです。
✓ 天地を正しく保存されたファイルを添付してください。(横向き書類は受理されないことがあります。)
✓ 文字が鮮明に読めるファイルを添付してください。(不鮮明な書類は受理されないことがあります。)
✓ 「添付タイプ」ごとに保存してください。

（✕：「商業法人登記」と「印鑑証明書」を1つのPDFに保存
⇒ ○：それぞれPDFの別ファイルに保存）

アップロードするファイルについての注意事項2

法人、個人事業主でそれぞれ必要な書類が異なります。

添付が必要な書類3

区分 添付が必要な書類 注意事項

法人

こどもみらい住宅事業者登録申請書 『詳細画面』の から出力し、代表者印を押印したもの

商業法人登記の写し 法務局で3か月以内に発行されたもので、現在事項が確認できるもの

法人の印鑑証明書 法務局で3か月以内に発行されたもの

個人
事業主

こどもみらい住宅事業者登録申請書 『詳細画面』の から出力し、実印を押印したもの

個人事業主の印鑑証明書 住民登録している自治体等で3か月以内に発行されたもの

アップロード（留まる）

4

4

【3】申請書出力

【3】申請書出力

ファイルは一度に５つまで指定してアップロードを行うことができます。
の添付が必要な書類について、それぞれ添付タイプを指定してファイルをアップロード

してください。

アップロードするファイルの指定4

3



11② 本アカウントの利用者情報

1

■② 本アカウントの利用者登録｜詳細画面

3

2

※ 実際の画面と異なる場合があります。
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表示されたボタンを押すと、それぞれ以下の動作を行います。

ボタン1

ボタン 動作

利用者情報の『編集画面』に遷移します。

事業者登録の情報『詳細画面』に遷移します。

ＴＯＰに戻る 『ＴＯＰ画面』に戻ります。

編 集

メールアドレスの変更画面に遷移します。

メールアドレスの変更3

①事業者登録へ

『編集画面』で入力・登録した情報を確認できます。

編集状況2

異動や退職等により利用者が変更になった場合、速やかに更新を行ってください。
更新を怠ったことによる事業者の不利益等に事務局は一切の責任を負いません。

※ 新しいメールアドレスと本アカウントのログインパスワードを入力し、
【変更】ボタンを押してください。
新しいメールアドレス宛に確認メールが送付されます。

※ 編集画面では、画面の指示に従って編集を行ってください。 説明は省略します。



13③ 公表情報の登録

■③公表情報の登録｜詳細画面

※ 実際の画面と異なる場合があります。

2

1

3
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表示されたボタンを押すと、それぞれ以下の動作を行います。

ボタン1

ボタン 動作

公表情報の『編集画面』に遷移します。

ＴＯＰに戻る 『ＴＯＰ画面』に戻ります。

編 集

当該欄が「非公表」である場合、公表されません。
事務局が不適切と判断した場合、公表の差し止めを行うことがあります。

事務局使用欄3

『編集画面』で入力・登録した情報を確認できます。

編集状況2

登録完了した「こどもみらい住宅事業者」は、事務局ホームページで公表を行います。
公表は任意で、希望する場合のみ公表情報を登録してください。

※ こどもみらい住宅事業者としての公表にあたっては、消費者からの問い合わせに
対応できる体制の整備が必須です。

公表画面のイメージ

※ 編集画面では、画面の指示に従って編集を行ってください。 説明は省略します。
なお、事業者登録の完了（事務局の審査完了）まで、編集画面において【公表（更新）】は
できません。（仮保存は可能）



15④ 口座の登録

1

■④口座登録｜編集画面 ※口座の登録は編集画面から始まります。

※実際の画面と異なる場合があります。

2

＊以下省略

3

4
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表示されたボタンを押すと、それぞれ以下の動作を行います。

ボタン1

ボタン 動作

入力した編集情報を仮保存し、『詳細画面』に遷移します。（エラーチェックは行いません）

入力した編集情報を保存し、『詳細画面』に遷移します。（入力エラーがあると保存できません）

仮 保 存

保 存

法人は自社の法人口座、個人事業主は個人事業主本人の口座のみ登録できます。
口座の登録に上限は有りません。また、同じ口座を複数登録することも可能です。
（補助金の受取等を支店単位で管理する場合、支店ごとに登録することができます。）
（登録した口座単位で振込が行われ、通知が発行されます。）

振込口座情報2

項目＊必須 内容

登録口座名
事業者が任意に名称を設定できます。口座や振込単位の識別に利用してください。
（初期値は「登録口座001」から順に番号が振られます）

金融機関コード＊
一般社団法人 全国銀行協会の指定するフォーマットに従い入力してください。
※特に口座名義人はご注意ください。

・半角カタカナで入力してください。
・小文字は大文字に直して入力してださい。

（ｧ、ｨ、ｩ、ｪ、ｫ、ｬ、ｭ、ｮ⇒ ｱ、ｲ、ｳ、ｴ、ｵ、ﾔ、ﾕ、ﾖ）
・スペース（空白）も半角で入力してください。
・中黒点（・）がある場合には半角ピリオド（.）に置き換え、

長音（ー）がある場合は半角マイナス（-）に置き換えてください。
※代表取締役個人の口座、他人の口座、他社の口座等はいずれも登録できません。

金融機関名＊

支店コード＊

支店名＊

預金種別＊

口座番号＊

口座名義人＊

経理担当者情報3
補助金の振込みにあたっては、補助金の明細を郵送します。
当該通知は、特に指定がない場合、すべて統括アカウントの利用者の登録住所に送付されます。
別途、口座ごとに担当者を指定したい場合は、「経理担当者」を登録してください。

事務局が行う主な審査項目を表示しています。
登録にあたり、間違いがないことを確認してください。

チェック項目4



17④ 口座の登録

2

■④口座登録｜詳細画面

※ 実際の画面と異なる場合があります。

3

＊以下省略

4

1
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ボタン2

手順（ボタン） 手順の詳細

口座情報の『編集画面』に遷移します。

【保存】した口座情報に間違いがないことを確認し、編集を完了します。

口座情報が確認できる通帳のコピー等を添付します。

口座の登録依頼を提出し、事務局に審査依頼を行います。

【編集完了】を解除します。

編集中の口座を削除します。（再編集できません）

ＴＯＰに戻る 『ＴＯＰ画面』に戻ります。

編 集

編 集 完 了

書 類 添 付

提 出

登録状況に応じて、以下が表示されます。

口座登録ステータス1

ステータス 状態

作成中 『編集画面』において【仮保存】している

編集完了 『編集画面』において編集が完了し【保存】している

審査中 事業者の編集・提出が完了し、事務局が審査を行っている

修正依頼
事務局の審査の過程で修正が必要と判断し、
事業者に確認・修正し、 を求めている

承認済 事務局の審査が完了した状態

口座却下
不適切な口座と判断され、事務局が登録を却下している
（他人の口座を登録した場合など、再編集できません。）

再提出

『編集画面』で入力・登録した情報を確認できます。

編集状況3

『添付書類登録』で登録済みの添付書類を確認できます。

添付状況4

詳細画面では、 のステータスに応じたボタンが表示されます。
それぞれ以下の動作を行います。なお、ボタンがグレーの場合、その操作はできません。

口 座 取 下

作成中に戻す

1

※ 書類の添付は、事業者登録と同様の手順（P9～10）です、説明は省略します。
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2022年1月24日リリース分

⑤ 変更依頼 P  21



21⑤ 変更依頼

3

■登録情報の変更依頼｜検索画面

※実際の画面と異なる場合があります。

1

変更依頼を新規作成し、『編集画面』に遷移します。

新規作成1

任意で設定し、【検索】ボタンを押すと、検索結果が表示されます。

検索条件3

4

過去に作成した変更依頼の内、検索条件に合致するものが表示されます。
【詳細】ボタンから『詳細画面』に遷移し、編集や添付を行うことができます。

検索結果4

2

変更依頼には依頼内容により「登録情報等修正依頼書」が必要です。（押印必須）

依頼書のダウンロード2

『変更依頼』機能は、利用者が編集できない項目の修正を事務局へ依頼する機能です。
利用者自身で編集可能な項目の変更やその他の目的に利用できません。

（事務局は対応しません）

なお、事務局での変更依頼対応は、対応完了までに一定のお時間を要します。

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
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2

■登録情報の変更依頼｜編集画面 ※変更依頼の登録は編集画面から始まります。

※実際の画面と異なる場合があります。

1

3

以下の項目を入力して登録を進めます。

変更内容2

表示されたボタンを押すと、以下の動作を行います。
なお、仮保存の機能はありません。
登録にあたっては、依頼内容により「登録情報等変更依頼書」が必要です。

ボタン1

ボタン 動作

入力した編集情報を登録し、『詳細画面』に遷移します。

※初回に【登録】ボタンを押した後は、ボタン名が【更新】に変わります。
登 録

項目＊必須 内容

依頼種別＊

プルダウンから変更依頼をする項目を選びます。
（１）【依頼書不要】審査中の事業者・口座登録の取り下げ（再申請可）
（２）【要依頼書添付】登録完了後の登録事業者情報の変更（社名変更等）
（３）【依頼書不要】登録完了後の登録事業者情報の変更（所在地の変更等）
（４）【要依頼書添付】社名変更等に伴う口座名義の変更

※「登録情報等修正依頼書」の提出が必要な変更依頼内容については、
依頼種別の項目名に記載しています。

依頼内容＊

依頼内容を入力してください。

＜入力例＞ 画面名 ：①事業者登録の情報
項目名 ：宅地建物取引業許可
変更内容：（変更前）東京都知事許可 （10）第000000号

（変更後）国土交通大臣許可（11）第123456号

確認フラグ（事業者）

利用者が任意にチェックして利用できます。
依頼内容が反映されたことの識別等に利用してください。

※登録後に表示される項目のため、新規登録時には表示されません。

事務局の作業完了後、「依頼完了フラグ」にチェックが入ります。

事務局使用欄等3



23⑤ 変更依頼

■登録情報の変更依頼｜詳細画面

表示されたボタンを押すと、それぞれ以下の動作を行います。

ボタン1

ボタン 動作

変更依頼内容の入力および必要に応じて添付を行い、事務局に変更依頼を提出します。

※【提出】ボタンを押さないと事務局に変更依頼を提出したことにはなりません。

変更依頼の『編集画面』に遷移します。

提 出

編 集

【追加】ボタンを押すと、別画面が表示されます。
以下の項目を選択して登録を進めます。

変更依頼書の添付3

項目＊必須 内容

添付タイプ＊ 「登録情報等修正依頼書」または「その他」を選択してください。

添付ファイル＊ 添付するファイルを選択してください。

備考 必要に応じてご使用ください。

2

※実際の画面と異なる場合があります。

1

3

『編集画面』で入力・登録した情報を確認できます。

編集状況2

（２）【要依頼書添付】登録完了後の登録事業者情報の変更（社名変更等）

※事務局での変更依頼対応は、対応完了までに一定のお時間を要します。



2022年4月8日リリース分

⑥ 担当者管理 P  25

⑦ 申請管理 P  27
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アカウント連携されている担当者アカウントの内、検索条件に合致するものをCSVファイルで出力する
ことができます。各担当者アカウントの申請状況の管理等にご活用ください。

※CSVファイルに含まれる個人情報等は、統括アカウントの利用者の責任の下で管理を行ってください。
事務局はCSVファイルの取り扱いに関する、一切の責任を負いません。

⑥ 担当者管理

3

■担当者アカウント管理｜検索画面

※実際の画面と異なる場合があります。

1

任意で設定し、【検索】ボタンを押すと、検索結果が表示されます。

条件検索1

アカウント連携されている担当者アカウントの内、検索条件に合致するものが表示されます。
【詳細】ボタンから『詳細画面』に遷移し、担当者アカウントの利用者情報の確認、
アカウント連携の解除を行うことができます。

検索結果3

2

CSVファイルの出力2

『担当者管理』機能は、アカウント連携された担当者アカウントの検索、確認、
アカウント連携の解除ができる機能です。

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
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この担当者アカウントが、社外の方など誤ってアカウント連携されている場合は、
【アカウント連携解除】ボタンを押すことで、連携を解除することができます。

※連携の解除ができるのは、交付決定（予約の場合は予約済）された交付申請（予約を含む）を
もたないアカウントに限ります。
なお、一度連携を解除した担当者アカウントは再連携（別の統括アカウント含む）を行うことは
できませんのでご注意ください。

⑥ 担当者管理

■担当者アカウントの利用者の情報｜詳細画面

※実際の画面と異なる場合があります。

1

担当者アカウントの利用者が設定を行った、利用者情報を確認することができます。

担当者アカウントの利用者情報1

2

アカウント連携解除2

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2



27⑦ 申請管理

3

■交付申請（予約を含む）管理｜検索画面

※実際の画面と異なる場合があります。

1

任意で設定し、【検索】ボタンを押すと、検索結果が表示されます。

条件検索1

アカウント連携されてた担当者アカウントが作成した交付申請（予約を含む）の内、
検索条件に合致するものが表示されます。
【詳細】ボタンから各申請の『詳細画面』に遷移し、申請内容の詳細について確認できます。

検索結果3

2

CSVファイルの出力2

『申請管理』機能は、アカウント連携された担当者アカウントが作成した、
交付申請（予約を含む）の検索、確認ができる機能です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

検索条件に合致する交付申請（予約を含む）をCSVファイルで出力することができます。
各交付申請の進捗状況の管理等にご活用ください。

※CSVファイルに含まれる個人情報等は、統括アカウントの利用者の責任の下で管理を行ってください。
事務局はCSVファイルの取り扱いに関する、一切の責任を負いません。

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊



2022年6月6日リリース分

⑧ 完了報告管理 P  29

⑨ 入金管理 P  30



29⑧ 完了報告管理

3

■完了報告管理｜検索画面

※実際の画面と異なる場合があります。

1

任意で設定し、【検索】ボタンを押すと、検索結果が表示されます。

条件検索1

アカウント連携された担当者アカウントが作成した完了報告の内、
検索条件に合致するものが表示されます。
【詳細】ボタンから各完了報告の『詳細画面』に遷移し、完了報告内容の詳細について確認できます。

検索結果3

2

CSVファイルの出力2

『完了報告管理』機能は、アカウント連携された担当者アカウントが作成した、
完了報告の検索、確認ができる機能です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

検索条件に合致する完了報告をCSVファイルで出力することができます。
各完了報告の進捗状況の管理等にご活用ください。

※CSVファイルに含まれる個人情報等は、統括アカウントの利用者の責任の下で管理を行ってください。
事務局はCSVファイルの取り扱いに関する、一切の責任を負いません。

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊



30⑨ 入金管理

3

■入金管理｜検索画面

※実際の画面と異なる場合があります。

1

「振込予定日（年）」「振込予定日（月）」を指定し【検索】ボタンを押すと、検索結果が表示されます。

条件検索1

アカウント連携されている担当者アカウントが作成した交付申請の内で、
振込が確定し、検索条件に合致するものが表示されます。
【詳細】ボタンから各口座の詳細について確認できます。

各交付申請ごとの振込情報等については、「申請管理」機能から「振込予定日」を指定して検索すること
により、確認ができます。

検索結果3

2

CSVファイルの出力2

『入金管理』機能は、アカウント連携された担当者アカウントが作成した交付申請の内、
振込が確定した交付申請数、振込予定日、振込金額を口座ごとに検索、確認できる機能です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

検索条件に合致する検索結果をCSVファイルで出力することができます。
入金管理等にご活用ください。

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊
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2022年9月15日リリース分

⑩ リーフレット送付依頼機能 P33  



33⑩ リーフレット送付依頼機能

『リーフレット依頼』機能は、登録完了した「こどもみらい住宅事業者」が、
各種リーフレットの送付依頼を申込できる機能です。

3

■リーフレット送付依頼｜検索画面

※実際の画面と異なる場合があります。

2

4

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊

5

1

▫ 配送先ごとに、各リーフレットを50～1,000部の範囲で申込可能です。

▫ 配送日時の指定はできません。通常、依頼から発送までに概ね10営業日程度を要します。

▫ 送付する各リーフレットは、更新等により最新版ではない場合があります。

▫ 最新版や少数部数をご希望、またはお急ぎの場合は、事務局ホームページよりご自身で印刷を

行ってください。

※ 在庫状況等により、発送のお断りを含む部数の調整をお願いする場合や、予告なく本機能を

終了する場合があります。予めご了承ください。

送付依頼の申込における注意



34⑩ リーフレット送付依頼機能

本機能で送付依頼ができる各リーフレットです。
最新版は、全て事務局ホームページに掲載されています。

事業紹介リーフレット1

リーフレット送付依頼を新規作成し、『編集画面』に遷移します。

新規作成2

過去に作成した依頼の内、検索条件に合致するものが表示されます。
【詳細】ボタンから『詳細画面』に遷移し、依頼内容の詳細について確認できます。

検索結果4

送付依頼ステータス5

【検索】ボタンを押すと、依頼を行った履歴等の検索結果が表示されます。
条件を設定することで、検索対象を絞り込むことができます。

検索条件3

依頼状況に応じて、以下が表示されます。

ステータス 状態

申込 事業者の編集・提出が完了した状態。

受付済
申込の提出から事務局の確認、発送の準備～発送の状態。
（発送の完了後もステータスは「受付済」となります）

取消
事業者が依頼を取消した状態です。
（ステータスが「申込」の場合にのみ行え、取消後の再編集はできません）
※「受付済」の依頼の取消は行えません。
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2

■リーフレット送付依頼｜編集画面

1

4

＊＊＊＊＊ ＊＊

3

5
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表示されたボタンを押すと、以下の動作を行います。
なお、仮保存の機能はありません。

ボタン1

ボタン 動作

入力した編集情報を登録し、依頼を提出します。
提出後、『詳細画面』に遷移します。

提出後、送付依頼ステータスが「申込」に限り『詳細画面』に表示されます。
入力情報を誤った等の場合に【取消】を行ってください。

提 出

リーフレットの送付先の情報の入力を行ってください。
事務局から確認の連絡をする場合があります。

※一度の送付依頼で、複数の送付先を設定することはできません。
送付先が複数となる場合は、送付先ごとに依頼を作成し提出を行ってください。

送付先の情報2

各リーフレットごとに、必要部数の入力を行ってください。
部数は各種50～1,000の範囲で10部単位で入力してください。

※各種1,000部以上の発送を希望する場合は、複数の依頼を作成し提出を行ってください。

※50部以下の少数部数を希望の場合は、事務局ホームページよりご自身で印刷を行ってください。

必要部数3

事務局から確認事項がある場合、記載されます。

※事務局は事業者が入力した内容の確認は行いません。

※受取日時や配送方法等の指定はできません。通常、依頼から発送までに概ね10営業日程度を要します。

備考4

送付依頼に関する注意事項が表示されています。
【提出】を行う前に、必ず確認を行ってください。

送付依頼に関する注意事項5

取 消
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変更履歴

補助事業ポータル操作説明書の公開以降に

変更・追加した内容を記載しています。

詳細は、各ページをご確認ください。
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No. 更新日 ページ 区分 更新内容

1 令和4年1月24日 P20～P23 追加
2022年1月24日リリース分
⑤ 変更依頼

２ 令和4年3月17日 P1,P4 変更
2022年3月17日リリース分
担当者アカウント発行開始時期

3 令和4年4月8日 P25～P27 追加
2022年4月8日リリース分
⑥担当者管理、⑦申請管理

4 令和4年6月6日 P28～P30 追加
2022年6月6日リリース分
⑧完了報告管理、⑨入金管理

5 令和4年9月15日 P32～P36 追加
2022年9月15日リリース分
⑩リーフレット送付依頼機能
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こどもみらい住宅支援事業事務局

ナビダイヤル 0570-033-522

お問い合わせ窓口（電話番号）

ＩＰ電話等からの
ご利用の場合 042-204-0994

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝含む）

※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
※通話料がかかります。
※基本的なパソコン、メール設定や

操作方法についてのお問い合わせには、対応しません。

https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

ホームページアドレス

こどもみらい住宅支援事業事務局

現在、お問い合わせ窓口は、たくさんのお電話をいただいており、
繋がりにくくなっております。

ご案内できることはホームページに掲載しています。
問い合せが多いものはよくあるご質問にも反映してまいります。

まずはホームページを必ずご確認ください。


